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暮らしに便利

7月暮らしの相談日

総人口

男

女

世帯数
6 月１日現在、（　）は前月比 マチイロに関する問い合わせは 株式会社ホープ ☎092（716）1404まで

愛西データファイル

愛西市のお知らせをアプリを通じて
スマートフォンやタブレットにお届け
します。

防災無線が聞き取れないときなどにご利用ください。
放送内容を確認できます。

☎（26）0202
ボランティア団体の協力を得て
音声の広報をご用意しています。
ご利用される場合は、秘書広報課へ
ご連絡ください。

防災無線テレフォンサービス ご利用ください 音声の広報

相談名

こころの健康相談
（要予約）

健康相談

行政書士による
行政手続き相談
（要予約）

司法書士相談
（相続・登記関係）
（要予約）

弁護士による
法律相談
（要予約）

年金相談
（※欄外参照）

人権相談

海部地域消費生活
センター巡回相談
（要予約）

行政相談

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止する場合があります。
　実施状況は、お問い合わせください。

（△64）

（△51）

（△13）

（△4）

62,320 人

30,423 人

31,897 人

23,832 世帯

午後2時～3時30分

午前9時30分～11時30分

※8月分の予約は、8月2日（月）から受付開始

午後1時～3時

午後1時～3時

午後1時～3時

午後1時～3時

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

①午前10時～正午②午後1時～3時

午後2時～4時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午前10時～11時30分

午前10時～11時30分

8日（木）

15日（木）

8月19日（木）

13日（火）

毎週金曜日（閉庁日を除く）

（注意）受付定員に限りがあります。相談時間が1人約20分のため、
相談が完了しない場合があります。ご了承ください。

13日（火）・27日（火）

28日（水）

8月25日（水）

2日（金）

9日（金）

16日（金）

8月6日（金）

6日（火）

8月10日（火）

2日（金）

16日（金）

8月6日（金）

問い合わせ

健康推進課
☎（28）5833

健康推進課
☎（28）5833

市社会福祉協議会
☎（37）3313

市社会福祉協議会
☎（37）3313

市社会福祉協議会
☎（37）3313

保険年金課
☎（55）7119

社会福祉課
☎（55）7115

産業振興課
☎（55）7128

総務課
☎（55）7120

場　所日　時

佐屋保健センター

佐屋保健センター

八開総合福祉センター　相談室

市役所　北館　1階　相談室

八開総合福祉センター　相談室

市役所　北館　1階　相談室

市役所　北館　1階　相談室

佐織総合福祉センター

立田庁舎　会議室

市役所　北館　1階　相談室

佐織庁舎　会議室

市役所　北館　2階　相談室

佐織庁舎　1階　相談室

市役所　北館　2階　相談室

佐織庁舎　2階　第2会議室

立田庁舎　相談室

佐織庁舎　２階　会議室

※13日（火）年金相談：午前8時30分から相談会場付近で整理番号札を配布します。受付定員は①午前4人　②午後4人です。
新型コロナウイルス感染症対策のため、定員が少なくなっています。
年金相談では、相談者の身分証明書が必要です。相談者が代理人であるときは、委任状および代理人の身分証明書が必要です。

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

■

梅
雨
が
明
け
、最
高
気
温
が
35
℃
以
上

の
猛
暑
日
が
観
測
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
の
時
期
は
、体
が
ま
だ
暑
さ
に
十
分
に

慣
れ
て
い
な
い
た
め
、熱
中
症
に
よ
る
救

急
搬
送
が
増
加
し
ま
す
。屋
外
だ
け
で
な

く
、屋
内
で
も
室
温
や
湿
度
に
よ
っ
て
は

発
症
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
熱
中
症
と
は
ど
う
い
う
病
気
】

熱
に
よ
っ
て
起
こ
る
様
々
な
身
体
の

不
調
の
こ
と
を
い
い
、暑
さ
に
よ
っ
て

体
内
の
水
分
・
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
、体
温
の
調
節
機
能
が
乱
れ
て
し
ま

う
事
が
原
因
で
す
。

め
ま
い
、立
ち
く
ら
み
、体
温
上
昇
、

倦
怠
感
、嘔
吐
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、ひ

ど
い
と
け
い
れ
ん
や
意
識
を
失
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

【
熱
中
症
の
予
防
】

・
飲
み
物
を
持
ち
歩
き
、水
分
や
塩
分

を
適
度
に
と
り
ま
し
ょ
う
。

・
運
動
中
や
作
業
中
は
無
理
せ
ず
、こ

ま
め
に
休
憩
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

・
就
寝
時
も
涼
し
い
環
境
で
十
分
な
睡

眠
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

【
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
と
熱
中
症
予
防
】

エ
ア
コ
ン
の
使
用
は
、熱
中
症
対
策

に
有
効
で
す
が
、新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に

お
い
て
は
窓
の
開
放
や
換
気
扇
で
の
換

気
が
必
要
で
す
。換
気
に
よ
り
室
温
が

高
く
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、エ
ア
コ
ン

の
温
度
設
定
を
下
げ
る
な
ど
の
調
節
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

【
熱
中
症
に
な
っ
た
時
は
】

・
涼
し
い
場
所
へ
移
動
す
る
。

・
衣
服
を
脱
が
し
た
り
、常
温
の
霧
状

の
水
を
身
体
に
吹
き
付
け
、う
ち
わ

な
ど
で
扇
ぐ
。

特
に
子
ど
も
や
高
齢
者
は
体
温
調
節

が
う
ま
く
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。

意
識
障
害（
受
け
答
え
や
会
話
が
お

か
し
い
）、運
動
障
害（
普
段
通
り
に
歩

け
な
い
な
ど
）、け
い
れ
ん
な
ど
の
症
状

が
み
ら
れ
る
場
合
は
、す
ぐ
に
救
急
車

を
要
請
し
て
く
だ
さ
い
。

暑
さ
と
う
ま
く
付
き
合
っ
て
、熱
中

症
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

消
防
本
部
予
防
課 

☎（
26
）１
１
０
９

（将来ビジョン等の策定）
第２３条　市長等は、地域のまちづくりに取り組む市民の意見を聴きながら、愛西市の総合的かつ計画

的な市政運営を図るための将来ビジョン等（以下「総合計画等」という。）を策定し、まちづくり
をすすめます。

（情報公開）
第２４条　市は、市政運営に関する市民の知る権利を保障し、市が行う諸活動を市民に説明するため、

市が持っている情報を積極的に公開し、市民と情報を共有します。
  ２　前項の市が持っている情報の公開の手続等については、別に条例で定めます。
（行政手続）
第２５条　市長等は、市民の権利及び利益の保護に資するため、市長等が行う許認可の申請等の手続に

ついて、行政手続法（平成５年法律第８８号）等に定めるもののほか、その基本的な事項を定め、
公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。

  ２　前項の手続きの基本的な事項については、別に条例で定めます。

自治基本条例とまちづくり⑱

市民協働課　☎（55）7113

今回は、第４章市政運営と市民参画についてご紹介します。市で
は、第２３条の規定に基づき第２次総合計画を策定しています。第
２次総合計画は、時代に合わせた新たな将来都市像の実現のため
の政策がまとめてあります。

今年度、第２次総合計画の中間見直しを行います。市民の皆さんとともにまちづくりを進めていくため、
広報紙や市ホームページなどで情報を提供し、市民の皆さんから意見をいただく機会を設けていきます。
こうした機会を活用し、まちづくりに参加しましょう。
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